
討議資料  

※この「わかば」はすべて⾃⼰負担にて発⾏しており、政務活動費は⼀切使⽤しておりません。 
裾野市議会では、政務活動費は会派に対して交付され、議員の個⼈活動には充当できない規則となっております。 
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裾野市議会議員 
 

無所属★市民派 

 

《 ご挨拶 》  ご要望、ご相談、ご意見等ありましたら、お気軽にお声掛けください！ 

今年一年を振り返れば、元日には能登半島地震が発生、8月には南海トラフ地震臨時情報が発表
され減災・防災への意識がさらに高まりました。スポーツではパリ五輪の開催、大谷選手は素晴
らしい活躍でしたね。政治では、秋に衆議院総選挙が行われ15年ぶりに与党の過半数割れ、 
アメリカ大統領選では“またトラ”も話題となりました。皆さんにはどんな一年でしたか？ 

2024年総集編  

Q．文化センタースプリンクラー事故の対応について  
2022年 9月 24日に発生したスプリンクラー事故から2年以上が経過しました。 
これまで多くの方々に状況等についてお尋ねされてきました。和解の話から1年半以上が経過
し、未だ解決の糸口さえも見えていないことに市民の不安は募る一方です。今後、大ホールが再開
した時には市民が心から芸術文化を楽しむ場であって欲しいと願い、一般質問に登壇しました。 

裾野市議会 HP にて 

映像配信中 

裾野市伊豆島田 230-4 

TEL・ＦＡＸ：993-1876 

         裾野市民文化センター大ホール 

改修工事（約３億５千万）を実施し R８年中に再開予定 

Q．和解に向けた協議は行われているのか？ 

市は相手方とお会いして話をしたことがあるのか？  

 A．直接の対応は顧問弁護士にお願いし、協議、 

面会などは実施している。 

市はまだ直接楽団と面会する状況にない。 

Q．和解案は相手方に提示しているのか？  

 A．まだ提示していない。 

Q．今後を不安に感じている市民への説明責任についてどのように考えているのか？ 

 A．市民への説明責任を果たす必要があると考える。 

協議に一定の目処が立った段階で協議結果等をお伝えしたい。 

Q．「賠償」や「補償」ではなく「和解」であることは、どのような考えか？ 

  国家賠償法第２条※による補償については、どのように考えているのか？ 

 A．「和解」は終局的な事案の解決のために支払うものであると考える。市に瑕疵がある

かは不明であるため、賠償責任があるとは決定できない。 

   これまで同様に協議を行い、和解金の支払いで解決を図りたい。 

※国家賠償法第２条 
「道路、河川その他の公の営造物の設置または管理に瑕疵があっために、他⼈に損害を⽣じた時は、 
国または公共団体は、これを賠償する責に任ずる。」 

「瑕疵」は、通常有すべき安全性を⽋いていることを⾔い、これは、客観的な瑕疵が存在されればたり、
損害の発⽣に対して設置者や管理者の過失の有無は関係ない。無過失責任であるとされています。 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駅西公園への 

貯水槽設置工事視察 

 

配水管と貯水槽を接続し、
災害時には応急給水拠点と
なり、約 3000人３日間の
飲料水の確保ができます。 

1月 
 

母校・沼津高専での 

主権者教育の授業へ 

 

「民主政治のあり方」 
ロールプレイによる合意
形成プロセスの体験で学
生と議論を交わしました 

２月 
 

会派提言の検証 

 

会派「未来すその」 
から 8月に提案した提言
が予算にどのように反映
されたのか？ 
市長との意見交換を実施 

裾野ロケフェスタ 

 

映画等誘致の成果
発表や制作関係者
を招いてのトーク
ショーなどが開催
されました 

３月 
 東小改修工事 現地視察 

 

R8.4 から向田小、東小
が統合されることに伴う
校舎の工事箇所の確認を
行いました。 

小中学校 

卒業式へ 

 

旅立ちの日 
西中、南小の
卒業式へ参列 

４月 
 

消防団辞令交付式 

 

地域のために、お仕
事をしながら消防団
活動に従事される
方々に敬意と感謝の
気持ちです。 

サクラサクマツリ 

 

仲間とはじめたイベントも
第 10回目となりました。 
満開の桜と晴天に恵まれ、
多くの方にご来場いただき
ました。地域の皆様方のご
理解・ご協力に感謝です。 

５月 
 

南小外周の草取り 

 

月一回、水窪、堰原、
伊豆島田のシニアの
方々により、南小の 
草取りを実施！ 
都合により参加させて
いただきます。 

裾野しゃぎり保存会 

 

昨年 33年ぶりに復活した 
熊野神社での“しゃぎり” 
子供達と一緒に練習を重ね、
神社祭典、地区のお祭り等へ
参加させていただきました。 

６月 
 

伊豆島田区 

  草刈りチーム 

 

月一回（4月～11 月） 
伊豆島田区内の公園
や遊歩道の草刈り 
ボランティアへ 

宗祇法師を偲ぶ会 

 

室町時代の連歌師
「宗祇」の墓所が桃
園の定輪寺にありま
す。裾野連句会に所
属し文学に携わって
いますが。。難しい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２月 
 

Ø 建設残土処分場の課題解決に向けて 
Ø 特別支援の充実について 

６月 
 

Ø 水道施設の災害に対する備えと対応、老朽化対策等について 
Ø AEDの適正管理と有効活用、女性への配慮について 

12 月 
 

Ø 文化センター大ホールスプリンクラー事故の対応について 
Ø 地域移行（連携）を見据えた部活動の設備等の安全確保について 

７月 
 

他自治体の「道の駅」 

整備についての視察 

議会研修 

「公共交通」について 

 

名古屋大学加藤教
授による講和。 
現在の制度や事例
から、何ができる
か考えました。 

会派から市へ 

政策提言検討 

８月 
 

会派提言 

市長へ提出 

 

今すぐにやるべき
こと、将来を見据
えて今為すべきこ
となどの提言を行
いました。 

全議員による 

政策討論会 

 

「公共交通」をテーマ
とした政策討論を重
ね、“担い手の確保”“移
動手段”について、市
へ政策提言しました。 

９月 
 

決算審査に伴う 

現地視察 

 

決算審査のため、
前年度予算で実施
した工事や修繕さ
れた現地を確認 

南児童館での 

母親クラブまつり 

 

私のママ友づくりの原点で
もある“母親クラブ”による 
6年ぶりに復活したお祭り 
梯子乗りは圧巻でした！ 

10月 
 

第 49回 

裾野若山牧水祭 

 

裾野市内には牧水
の歌碑が６箇所あ
ります。どこにあ
るでしょうか？ 

名誉市民章贈呈式 

 

医師と市長という役職
に永年従事された 
「大橋俊二」様に 
名誉市民の称号が授与
されました。 

11月 
 

防災のつどい 

 

常葉大学小村准教
授による日本地図
を使った南海トラ
フ地震の規模感の
イメージを体感 

祭り会場での出張議会 議員と市民との意見交換会 



壁、壁、壁って何？ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気がつけばもう年末です💦� ⼀年が過ぎるのはあっという間ですね。�
年々感じることは、気候状況の変化です。⽇本では夏に猛暑や豪⾬が⽇常化し、10⽉には全国的
に⾼い気温が続き、富⼠⼭の初冠雪は統計開始から130年間で最も遅い記録を更新するなど、
「地球温暖化」を実感として感じるようになってきました。地球温暖化は、温室効ガスの⼀種で
ある⼆酸化炭素CO2の影響が⼤きいとされています。省エネ、フードロス解消、ごみの分別・再
利⽤など、未来の地球に向けて、できることには取り組んでいきたいと思います。�
� さて、2025年の⼲⽀は⼄⺒（きのと・み）です。�
変化や成⻑、知恵、変⾰の運気を呼び込む縁起の良い年と⾔われています。�
皆様にとって良い⼀年になりますように！�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 裾野市議会議員� 賀茂� 博美�

編集後記 

秋の総選挙で大規模な減税策が注目を集めた「年収103万円の壁」 
壁の引き上げで、収入を抑えることなく働け、収入が増えることで消費が
活性化し、経済全体の活性化に繋がる可能性がある一方で、税収の減 
により、公共サービスの低下や社会保障に影響が出るのでは？ 
と懸念する声もありますね。 

例）パートタイムで働く妻とその妻を扶養する会社員の夫の場合 
「収入」―「必要経費」＝「所得」 

現在の「税金の壁」では、103万円から所得税（国税）、住民税（地方税）がかかります。 
引き上げによって、地方自治体は住民税の減少だけでなく、地方の財源不足を補うために所得
税の一定割合が充てられている“地方交付税”も減少することが心配されています。国民の収入
が上がることは歓迎することですが、減収をどう補填するのか？が課題と言われています。 


